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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検物質を検出するための、光学的に応答可能な検出エレメントであって、
　５００ｎｍの波長で少なくとも９０％の反射率を有する反射層と５００ｎｍの波長で３
０％～７０％の反射率を有する準反射層との間にある光学的反応性層を含み、
　該光学的反応性層は、少なくとも、被検物質に対し高反応性の第１サブ層と、被検物質
に対し低反応性の第２サブ層とを含み、
　該第２サブ層が該第１サブ層と光学的に適合し、かつ完全に重なり合っており、
　２００ｐｐｍのスチレンを含む雰囲気に曝露されてもラップアラウンドを呈さない、検
出エレメント。
【請求項２】
　前記第１サブ層が、ミクロ孔質ポリマーを含む、請求項１に記載の検出エレメント。
【請求項３】
　被検物質を検出するための検出エレメントの製造方法であって、
　光学的に透明な基材上に、５００ｎｍの波長で３０％～７０％の反射率を有する準反射
層を形成する工程と、
　該準反射層の上に、被検物質に対し低反応性の材料の層を形成する工程と、
　該被検物質に対し低反応性の材料の層の上に、被検物質に対し高反応性の材料の層を形
成する工程と、
　該被検物質に対し高反応性の材料の層の上に、５００ｎｍの波長で少なくとも９０％の
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反射率を有する被検物質浸透性反射層を形成する工程と、を含み、
　該被検物質に対し低反応性の材料の層が該被検物質に対し高反応性の材料の層と光学的
に適合し、かつ完全に重なり合っており、
　前記検出エレメントが２００ｐｐｍのスチレンを含む雰囲気に曝露されてもラップアラ
ウンドを呈さない、方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　化学被検物質、例えば有機化学被検物質を検出する能力は、環境監視などを含む多くの
用途において重要である。そのような被検物質の検出及び／又は監視は、例えば、個人用
モニタ（例えば、個人が着用又は携帯することができるもの）、及び／又は領域モニタ（
例えば、所望の環境に配置することができるもの）において、特に、用途が見い出される
ことができる。
【０００２】
　例えば光学的測定、重量測定、微小電気機械測定、及び比色分析などの、化学被検物質
の検出のための多くの方法が開発されてきた。比色分析装置は、現在広範な被検物質に関
して存在するが、多くは検出のために染料又は有色化学指示薬を使用している。そのよう
な化合物は通常、選択的であり、様々な種類の化合物を検出するのに、複数のセンサが必
要であろうことを意味する。更に、これらのシステムの多くには、光漂白剤又は望ましく
ない副反応のために寿命が限定される問題がある。そのようなシステムの多くはまた、光
学的応答を実施するために、複雑又は嵩高のオプトエレクトロニクス構成部品を必要とす
る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　被検物質の存在を検出するための方法及び装置が本明細書で開示される。そのような方
法及び装置は、少なくとも高被検物質反応性サブ層（highly analyte-responsive sublay
er）と低被検物質反応性サブ層（minimally analyte-responsive sublayer）とを含む、
少なくとも１層の光学的反応性層を含んだ、少なくとも１つの検出エレメントを含むこと
ができる。
【０００４】
　ここで一態様において、本明細書で開示されるのは、ある被検物質を検出するための光
学的応答が可能な検出エレメントであり、これは、反射層と準反射層との間にある光学的
反応性層を含み、光学的反応性層は、少なくとも高被検物質反応性第１サブ層と、低被検
物質反応性第２サブ層と、を含む。
【０００５】
　ここで別の一態様において、本明細書で開示されるのは、被検物質を検出するための検
出エレメントの製造方法であり、これは、光学的に透明な基材上に準反射層を形成する工
程と、その準反射層の上に低被検物質反応性材料の層を形成する工程と、その低被検物質
反応性材料の層の上に高被検物質反応性材料の層を形成する工程と、その高被検物質反応
性材料の層の上に被検物質浸透性反射層を形成する工程と、を含む。
【０００６】
　ここで更に別の一態様において、本明細書で開示されるのは、検出エレメントの製造方
法であり、これは、被検物質を検出するための光学的応答が可能な検出エレメント（これ
には、反射層と準反射層との間にある光学的反応性層が含まれ、この光学的反応性層は、
少なくとも高被検物質反応性第１サブ層と、低被検物質反応性第２サブ層とを含む）を提
供する工程と、この検出エレメントを、対象の被検物質を含む可能性のある雰囲気に曝露
させる工程と、を含む。
【０００７】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下の「発明を実施するための形態」から明らかにな



(3) JP 5769703 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

るであろう。しかし、決して、上記要約は、請求された主題に関する限定として解釈され
るべきでなく、主題は、手続処理の間補正することができる添付の「特許請求の範囲」に
よってのみ規定される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】代表的な検出エレメント部分の側面断面図。
【図２】代表的な検出エレメント部分の側面断面図。
【図３】代表的な検出エレメントが呈する反射率スペクトルの一般的なグラフ。
【図４】ある検出エレメントの光学的反応性層を示す側面断面図。
【図５】様々な検出エレメントについて、様々な濃度の試験被検物質に曝露した際に観察
された波長シフトを示す、実験的に得られたデータのプロット。
【０００９】
　様々な図面において、類似参照記号は類似要素を表す。特に指定されない限り、本文献
における全ての図面及び図は、一定の縮尺ではなく、本発明の異なる実施形態を例示する
目的で選択される。特に、様々な構成要素の寸法は、指示のない限り、例示的な用語とし
てのみ記述され、様々な構成要素の寸法間の関係は、図面から推測されるべきではない。
本開示において、「最上部」、「最下部」、「上部」、「下部」、「下」、「上」、「前
」、「後ろ」、「外」、「内」、「上へ」及び「下へ」、並びに「第１の」及び「第２の
」などの用語が使用され得るが、これらの用語は、特に断りのない限り、それらの相対的
な意味においてのみ使用されることを理解されたい。特に、所定の文脈における特定のパ
ラメータ（例えば濃度）が「低い」、「中程度」、及び／又は「高い」と特徴付けられる
場合は、その所定の文脈内での相対的（比較的）意味において解釈されるべきことが理解
されよう（例えば、「中程度」の濃度は、同じ文脈に関して言及される「低い」濃度と「
高い」濃度の間である）。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書で開示されるのは、図１及び２の様々な代表的実施形態に示されている、検出
エレメント２である。検出エレメント２は、反射層２４０と準反射層２２０との間に光学
的反応性層２３０を少なくとも含む多層構造であり、これらの層を組み合わせて、被検物
質の存在下で変化し得る反射率スペクトルを呈する、いわゆる干渉フィルタを含む。検出
エレメント２は、図３に示す一般的な描示に示されている一般的なタイプの反射スペクト
ルを呈し、これには異なる周波数で１つ以上のピーク（例えば、１８１、１８３、及び１
８４）並びに谷（例えば、１８５）が含まれ、これは、被検物質の存在において又は被検
物質濃度の変化によって、変化し得る（ここ及び本明細書における他の全ての濃度につい
ての言及は、検出エレメントが曝露される雰囲気中の被検物質濃度を指す）。例えば、十
分な被検物質が存在すると、図３のピーク及び谷がより高い（長い）波長へとシフトし得
る。検出エレメント２が呈する反射率スペクトルは、十分な被検物質に曝露されることに
よって変化し得る外観（例えば、相対的ドミナントカラー、色相、又は暗度など）として
、目視検査で明らかになり得る。したがって、十分な濃度の被検物質に曝露されると、検
出エレメント２は、第１（初期）外観から、第２の外観（第１の外観と視覚的に区別され
る）へと変化し得る。
【００１１】
　検出エレメント２は、入射光４０（図１及び２に示す）に検出エレメント２が曝露され
、検出エレメント２で反射された光を観察することによって、光学的応答を行うことがで
きる。光線４０を供給するのに、専用の（外部）光源は必要ない（ただし、望ましい場合
は１つ以上の専用光源を使用してよい）。光線４０は、単一の独立した光源から発したも
のであってよく、又は、環境光（幾つかの独立光源から発したもの、独立光源からの光と
反射光との組み合わせ、日光など）を、光線４０の光源として使用してよい。
【００１２】
　図１に例示されている一般的なタイプの実施形態において、検出エレメント２は、順に
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準反射層２２０、光学的反応性層２３０、反射層２４０、及び基材２１０を備える。検出
エレメント２の応答において、光線４０は準反射層２２０に突き当たる。光線４０の一部
は、準反射層２２０から光線４１として反射することができる。光線４０の別の部分は、
準反射層２２０を通り抜け、光学的反応性層２３０を通過して、反射層２４０に当たって
よい。これら光線の少なくとも一部が反射層２４０を反射し、検出エレメント２から光線
４２として抜け出ることができる。光線４１及び４２は合わせて（例えば、建設的及び／
又は破壊的に干渉することによって）全体として反射率スペクトルを提供し、これは、被
検物質の存在下で、又は被検物質の濃度変化によって、変化し得る。
【００１３】
　図１の代表的な設計において、被検物質は、準反射層２２０を浸透して、光学的反応性
層２３０に到達することができる。これにより、層２３０の少なくとも一部（例えば、本
明細書で後で詳しく開示されるように、層２３０のサブ層）の光学的特性（例えば、光学
的厚さ）が変化し、これにより検出エレメント２から反射する光の反射率スペクトルが、
被検物質の存在、及び／又は濃度を検出又は監視するのに十分なだけ変化し得る。
【００１４】
　図１に示す設計を組み込んだ実施形態において、準反射層２２０は、被検物質浸透性で
あり、この特性は、本明細書で後で議論するように提供することができ、光学的反応性層
２３０と流体連通しており、これにより被検物質は、層２２０を通って層２３０に入り込
むことができる。図１の設計において、反射層２４０は、被検物質浸透性であってもよく
、そうでなくともよい。図１の設計において、検出エレメント２の光学的応答中に、光は
、基材２１０を通り抜ける必要も、又は基材２１０と相互作用する必要もなく、したがっ
て基材２１０は、何らかの特定の光学的特性（例えば、透明）である必要はない。
【００１５】
　別の代表的な検出エレメント２が図２に示されている。図２に示す設計を組み入れた実
施形態において、検出エレメント２は、順に（所望により）基材２１０、準反射層２２０
、光学的反応性層２３０、及び反射層２４０を含む。光線４０は、基材２１０に突き当た
ってこれを通り抜ける。光線４０の一部は、準反射層２２０で反射し、検出エレメント２
から光線４１として抜け出ることができる。光線４０の別の部分は、準反射層２２０を通
り抜け、光学的反応性層２３０を通過して、反射層２４０に当たってよい。これら光線の
少なくとも一部が反射層２４０を反射し、検出エレメント２から光線４２として抜け出る
ことができる。光線４１及び４２は合わせて全体として反射スペクトルを提供し、これは
、被検物質の存在下で、又は被検物質の濃度変化によって、変化することができる。
【００１６】
　図２の代表的な設計において、被検物質は、反射層２４０を浸透して、光学的反応性層
２３０に到達し得る。これにより、層２３０の少なくとも一部（例えば、本明細書で後で
詳しく開示されるように、層２３０のサブ層）の光学的特性（例えば、光学的厚さ）が変
化し、これにより検出エレメント２から反射する光の反射率スペクトルが、被検物質の存
在、及び／又は濃度を検出又は監視するのに十分なだけ変化し得る。図２に示す設計を組
み込んだ実施形態において、反射層２４０は、被検物質浸透性であり、この特性は、本明
細書で後述する方法により提供することができ、光学的反応性層２３０と流体連通してい
る。図２の設計において、準反射層２２０は、被検物質浸透性であってもよく、そうでな
くともよい。図２の代表的な設計において、光は、基材２１０を通過することができ、こ
れにより基材２１０は、対象の波長において光学的に透明であるべきである。
【００１７】
　光学的反応性層２３０、及び、もし存在する場合は、基材２１０、準反射層２２０、及
び／又は反射層２４０の特性、製造方法等が、ここで詳しく記述される。そのような特性
は、一般的に反射性（例えば、干渉に基づく）検出エレメント、特に、図１及び２を参照
して上記で開示されている代表的実施形態のいずれか（ただし特定の実施形態に適用され
ると指定されている場合を除く）の製造に適用されると考えられる。上記に参照した層を
指定するのに、同じ参照番号が使用されているが、これらの指定された層は、構成及び／
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又は組成が同じであってもまた異なっていてもよいことが、当業者には容易に評価されよ
う。
【００１８】
　光学的反応性層２３０は、被検物質に反応して少なくとも一部が変化し得る光学的厚さ
（物理的厚さに屈折率を掛けたもの）を含む層として定義され、これにより、対象の濃度
の対象の被検物質に検出エレメント２が曝露されることによって、光学的反応性層２３０
に好適な反射層２４０及び準反射層２２０を組み合わせることによって達成された反射率
スペクトルが、十分にシフトし得る（例えば、検出エレメント２の視覚的外観における変
化が、検出エレメント２を使用している通常の条件下において観察できる）。具体的には
、光学的反応性層２３０が、好適な反射層２４０と準反射層２２０との間に提供された場
合、１０００ｐｐｍのスチレン（対象の好適な代表的有機被検物質である）を含む環境に
曝露されたときに、少なくとも約１５ｎｍシフトする反射率スペクトルを呈する。反射率
スペクトルのシフトに対する、この言及及び本明細書の他の全ての言及は、本開示の「試
験被検物質に対するサンプルの反応」に概説されている手順に従って実施される測定を参
照している。層２３０に関する光学的反応性とは、層２３０の合計（物理的）厚さ（その
全てのサブ層を含む）が、一般に可視光（すなわち、約１００ｎｍ～約２０００ｎｍ）の
波長にほぼ近似していることを更に意味する。様々な具体的実施形態において、層２３０
の物理的合計厚さは、約２００ｎｍ～約１５００ｎｍ、約４００ｎｍ～約１０００ｎｍ、
又は約５００ｎｍ～約８００ｎｍであり得る。（特記されている場合を除き、本明細書に
記載される厚さは全て、光学的厚さではなく物理的厚さを指す）。
【００１９】
　光学的反応性層２３０は、図４に示すように、少なくとも２層のサブ層２３２及び２３
６を含むことができる。サブ層２３２は、本明細書で定義されるように、高被検物質反応
性サブ層であり、サブ層２３６は、本明細書で定義されるように、低被検物質反応性サブ
層である。様々な実施形態において、高被検物質反応性サブ層２３２の厚さは、約１００
ｎｍ～約７００ｎｍであってよい。様々な実施形態において、低被検物質反応性のサブ層
２３６の厚さは、約７００ｎｍ～約１００ｎｍであることができる。様々な実施形態にお
いて、サブ層２３２と２３６を合わせた厚さは、約２００ｎｍ～約１５００ｎｍであり得
る。特定の実施形態において、サブ層２３２と２３６を合わせた厚さは、約４００ｎｍ～
約１０００ｎｍ、又は約５００ｎｍ～約８００ｎｍであることができる。様々な実施形態
において、サブ層２３２の厚さとサブ層２３６の厚さとの比は、約１：８～約８：１の範
囲であることができる。特定の実施形態において、サブ層２３２の厚さとサブ層２３６の
厚さとの比は、約１：４～約４：１、又は約１：２～約２：１の範囲であることができる
。
【００２０】
　様々な実施形態において、サブ層２３２と２３６は互いに直接接触していてもよく、完
全に重なり合って（例えば、互いに重なり合った位置関係で、同一の形状と大きさの境界
線を共有して）いてもよい。更なる実施形態において、光学的反応性層２３０は、反射層
２４０及び／又は準反射層２２０と完全に重なり合っていてもよい。
【００２１】
　サブ層２３２は、対象の被検物質に対して高い反応性を有し、この特性は、サブ層２３
２を含む材料の選択によって達成される。この文脈において、被検物質に対して高い反応
性を有するとは、サブ層２３２が被検物質に対して十分に浸透性であり、サブ層２３２内
に被検物質が存在することによってサブ層２３２の光学的厚さ、ひいては層２３０の光学
的厚さに、十分な変化を引き起こし、検出エレメント２が呈する反射率スペクトルにおい
て観察可能なシフトが生じることを意味する。具体的には、高被検物質反応性という用語
は、層２３２が、好適な反射層と準反射層との間に厚さ４００～８００ｎｍの層からなる
場合に、スチレン５０ｐｐｍを含む雰囲気に曝露されると、少なくとも約１５ｎｍシフト
する反射スペクトルを呈するような材料からなることを意味する。（上述のように、ここ
で及び本明細書中の他の場所においては、スチレンが、有用な代表的有機被検物質として
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、すなわち、本明細書の発明において有用な材料の反応性を特徴付ける目的のために便利
な被検物質として、使用されることができる。このようなスチレンの使用は、いかなる意
味においても、本明細書で開示される発明の使用をスチレンの監視に限定するものと解釈
されるべきではない）。様々な実施形態において、高被検物質反応性サブ層２３２は、好
適な反射層と準反射層との間に厚さ４００～８００ｎｍの層からなる場合に、スチレン５
０ｐｐｍを含む環境に曝露されると、少なくとも約２５ｎｍ、少なくとも約３５ｎｍ、又
は少なくとも約４５ｎｍシフトする反射率スペクトルを呈するような材料から作成される
。
【００２２】
　サブ層２３６は対象の被検物質に対して低反応性を有し、この特性は、サブ層２３６を
含む材料の選択によって達成される。この文脈において、被検物質に対する低反応性とは
、サブ層２３６が被検物質に対して十分な程度浸透性でない、及び／又はサブ層２３６内
の被検物質の存在によって、サブ層２３６の光学的厚さに変化が生じず、すなわち層２３
０の光学的特性の変化として現われず、検出エレメント２が呈する反射率スペクトルに観
察可能なシフトをもたらさないということを示す。具体的には、低被検物質反応性という
用語は、サブ層２３６が、好適な反射層と準反射層との間に厚さ４００～８００ｎｍの層
からなる場合に、スチレン２０ｐｐｍを含む環境に曝露されると、呈する反射率スペクト
ルのシフトが約１０ｎｍ以下であるような材料から作成されていることを意味する。様々
な実施形態において、低被検物質反応性サブ層２３６は、好適な反射層と準反射層との間
に厚さ４００～８００ｎｍの層からなる場合に、スチレン２０ｐｐｍを含む環境に曝露さ
れると、呈する反射率スペクトルのシフトが約５ｎｍ以下、約３ｎｍ以下、又は約１ｎｍ
であるような材料から作成される。
【００２３】
　高被検物質反応性材料を含むサブ層２３２と、低被検物質反応性材料を含むサブ層２３
６とを備える、光学的反応性層２３０を用いることによって、被検物質の所定濃度に対す
る層２３０（すなわち検出エレメント２）の反応は、両方のサブ層の寄与によって支配さ
れ得る。例えば、低被検物質反応性サブ層２３６を備える光学的反応性層２３０を含んだ
検出エレメントは、同様の厚さであるがサブ層２３６を備えない光学的反応性層２３０を
含む検出エレメントに比べて、反射率スペクトルにおいて同じシフトをもたらすのに、被
検物質のより高い濃度が必要となり得る。
【００２４】
　例えば、一実施形態において、検出エレメント２は、高被検物質反応性サブ層２３２と
、低被検物質反応性サブ層２３６とを備えた光学的反応性層２３０を含み、これにより、
２００ｐｐｍのスチレンを含む環境に曝露されたときに約４０ｎｍ以下の反射率スペクト
ルシフトを呈するように、検出エレメント２を構成することができる（たとえ、高被検物
質反応性サブ層２３２が、好適な反射層と準反射層との間に厚さ４００～８００ｎｍの層
からなる場合に、スチレン２００ｐｐｍを含む環境に曝露されると、例えば、約１００ｎ
ｍシフトする反射率スペクトルを呈するような材料から作成されているにもかかわらず）
。更なる実施形態において、そのような検出エレメントは、２００ｐｐｍのスチレンを含
む環境に曝露された際に、約３０ｎｍ以下、又は約２０ｎｍ以下の反射率スペクトルシフ
トを検出エレメント２が呈するように構成されたサブ層２３２及びサブ層２３６を備える
ことができる。
【００２５】
　加えて、低被検物質反応性サブ層２３６を選択された厚さで使用することにより（この
厚さは、選択された厚さのサブ層２３２と組み合わせて光学的反応性層２３０の選択され
た合計厚さを提供するために選択された厚さである）、検出エレメント２の初期反射率ス
ペクトル（例えば、被検物質が存在しない又は検出不能な濃度で存在するときのスペクト
ル）を確立することができる（例えば、検出エレメント２に対し、目視検査に際しての特
定の外観（色など）を付与するため）。すなわち、サブ層２３２及び２３６を擁する検出
エレメント２は、高被検物質反応性材料のみを有する（例えば、サブ層２３６を有さない
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）検出エレメント２によって呈され得るのと同様の初期外観を備え、かつ高被検物質反応
性材料のみを有する検出エレメント２とは異なる被検物質の（例えば、より高い）濃度に
反応するよう製造することができる。
【００２６】
　要約すると、サブ層２３２及び２３６を含む光学的反応性層２３０の使用により、検出
エレメント２が反応し得るよう選択される被検物質の濃度範囲を選択することができ、か
つ検出エレメント２の初期外観を選択することも可能になる。この組み合わせは、顕著な
利点を提供することができる。
【００２７】
　高被検物質反応性サブ層２３２を、低被検物質反応性サブ層２３６と組み合わせて使用
することにより、少なくとも幾つかの実施形態において、追加の利点を提供することがで
きる。特に、本明細書で記述される一般的なタイプの反射率センサは、ラップアラウンド
と呼ばれる現象を呈する可能性があることが、当業者には周知である。ラップアラウンド
（被検物質の十分に高濃度に曝露されたときに起こる）においては、反射率スペクトルが
大きくシフトすることによって、検出エレメントが外観を変えて、被検物質の非存在下で
検出エレメントが呈する初期外観に似た外観に戻ってしまう。（被検物質のより高い濃度
に曝露されると、更なる外観変化が起こり得る）。発明者らは、高被検物質反応性サブ層
２３２を低被検物質反応性サブ層２３６と組み合わせて含む光学的反応性層２３０を使用
すると、ラップアラウンドの起こりにくい検出エレメント２を提供することができること
を、驚きとともに見出した。特定の実施形態において、サブ層２３２及び２３６の特性及
び厚さは、非常に高濃度の被検物質が存在する場合でも、検出エレメント２がラップアラ
ウンドを呈さないように選択することが可能である。例えば、様々な実施形態において、
検出エレメント２は、２００、４００、又は１０００ｐｐｍもの濃度の有機被検物質、例
えば、スチレンに曝露しても、ラップアラウンドを呈さないことができる。
【００２８】
　様々な特定の実施形態において、ラップアラウンドを呈さないそのような性能は、有機
被検物質（例えば、スチレン）の２００ｐｐｍに曝露されたときに、約１００ｎｍ未満、
約８０ｎｍ未満、又は約６０ｎｍ未満の反射率スペクトルシフトを呈する検出エレメント
に対応することができる。更なる特定の実施形態において、ラップアラウンドを呈さない
そのような性能は、有機被検物質（例えば、スチレン）の４００ｐｐｍに曝露されたとき
に、約１００ｎｍ未満、約８０ｎｍ未満、又は約６０ｎｍ未満の反射率スペクトルシフト
を呈する検出エレメントに対応することができる。更に追加の特定の実施形態において、
ラップアラウンドを呈さないそのような性能は、有機被検物質（例えば、スチレン）の１
０００ｐｐｍに曝露されたときに、約１００ｎｍ未満、約８０ｎｍ未満、又は約６０ｎｍ
未満の反射率スペクトルシフトを呈する検出エレメントに対応することができる。
【００２９】
　高被検物質反応性サブ層２３２は、例えば、組み合わせて使用される特定の低被検物質
反応性サブ層２３６に比べて、被検物質に対し十分に高い反応性を呈するような任意の材
料を含むことができる。したがって、サブ層２３２は、対象の被検物質に対して十分に浸
透性であり、選択した濃度の被検物質に曝露されたときに十分に変化することができる光
学的厚さを備え、これにより、本明細書に記述される検出エレメント２の望ましい機能が
可能になる。何らかの理論又はメカニズムに束縛あるいは限定されるものではないが、サ
ブ層２３２の光学的厚さは、例えば、孔充填（例えば、サブ層２３２を少なくとも一部分
構成する多孔質材料の孔）を介して、これにより少なくとも屈折率を増加させることによ
って光学的厚さを増加させ得ることで、被検物質に反応して変化することが可能である。
サブ層２３２の光学的厚さは、膨潤によっても、被検物質に反応して変化することができ
、膨潤は、少なくとも層の物理的厚さを増加させることによって、光学的厚さを増加させ
るよう作用し得る。一部の材料は、両方の反応の混合を呈することがあり、特定の被検物
質濃度で主に一方の反応を呈し、他の被検物質濃度で別の反応を呈することがあり、その
他同様である。
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【００３０】
　幾つかの実施形態において、サブ層２３２は、多孔質材料を含む。この文脈において、
「多孔質」とは、その材料が、少なくとも部分的に相互連結している内部孔を含むことを
意味する。材料は、例えば、約１００ｎｍ未満の平均孔サイズ（例えば、収着等温手順に
よって特徴付けられる）となるように選択することができる。様々な実施形態において、
材料は、平均孔サイズが、約２０ｎｍ未満、約１０ｎｍ未満、又は約２ｎｍ未満となるよ
うに選択することができる。サブ層２３２は、均質であっても、又は不均質であってもよ
く、例えば、１つ以上の無機構成成分、１つ以上の有機構成成分、又は無機構成成分と有
機構成成分との混合物から作成されてもよい。サブ層２３２に使用できる代表的な無機材
料としては、金属酸化物、金属窒化物、金属酸窒化物及び好適な光学的反応をもたらすの
に適切な厚さの透明な（そして望ましい場合は多孔質の）層に形成することができる他の
無機材料が挙げられる。例えば、サブ層２３２は、酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ
素、酸化アルミニウム、酸化チタン、窒化チタン、酸窒化チタン、酸化スズ、酸化ジルコ
ニウム、ゼオライト又はこれらの組み合わせを含むことができる。
【００３１】
　多孔質シリカは、被検物質反応性層に特に望ましい無機材料であってよい。多孔質シリ
カは、例えば、ゾル－ゲルプロセス経路を使用して調製することができ、有機テンプレー
トあり又はなしで製造することができる。代表的な有機テンプレートには、界面活性剤（
例えば、アニオン性又は非アニオン性界面活性剤、例えばアルキルトリメチルアンモニウ
ム塩）、ポリ（エチレンオキシド－ｃｏ－プロピレンオキシド）ブロックコポリマー及び
その他の界面活性剤又はポリマーが挙げられる。ゾル－ゲル混合物は、ケイ酸塩へと変換
することができ、有機テンプレートを除去して、孔の網状組織をシリカ内に残すことがで
きる。様々な有機分子もまた、有機テンプレートとして採用されることができる。例えば
、グルコース及びマンノースなどの糖を有機テンプレートとして使用して、多孔質ケイ酸
塩を生成することができる。有機置換シロキサン又は有機－ｂｉｓ－シロキサンは、微小
孔をより疎水性にし、水蒸気の収着を制限するために、このゾル－ゲル組成物内に含める
ことができる。プラズマ化学蒸着もまた、多孔質無機被検物質反応性材料を生成するのに
使用することができる。この方法論は一般的に、ガス状前駆体からプラズマを形成し、プ
ラズマを基材上に堆積して非晶質ランダム共有結合網状層を形成し、次に非晶質ランダム
共有結合網状層を加熱して、多孔質非晶質ランダム共有結合網状層を形成する工程を含む
。そのような方法及び材料は、国際（ＰＣＴ）公開特許出願Ｕ．Ｓ．２００８／０７８２
８１号、「ＯＲＧＡＮＩＣ　ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＳＥＮＳＯＲ　ＣＯＭＰＲＩＳＩＮＧ　
ＰＬＡＳＭＡ－ＤＥＰＯＳＩＴＥＤ　ＭＩＣＲＯＰＯＲＯＵＳ　ＬＡＹＥＲ，ＡＮＤ　Ｍ
ＥＴＨＯＤ　ＯＦ　ＭＡＫＩＮＧ　ＡＮＤ　ＵＳＩＮＧ」に詳しく記述されており、これ
は、この目的のため、参照によって本明細書に組み込まれる。
【００３２】
　幾つかの実施形態において、光学的反応性層２３０は少なくとも部分的に、多孔質有機
ケイ酸塩材料を含み、本明細書において、これは、幾つかの有機官能基Ｒを含む、共有結
合により連結した３次元シリカ網状組織（－Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ－）を含んだ混成物である組
成物として定義され、Ｒは、少なくとも１つのＳｉ－Ｃ結合によってシリカ網状組織に連
結した、炭化水素基又はヘテロ原子置換炭化水素基である。そのような材料及びその製造
方法は、米国特許仮出願第６１／１４０１３１号、「ＡＭＯＲＰＨＯＵＳ　Ｍｉｃｒｏｐ
ｏｒｏｕｓ　Ｏｒｇａｎｏｓｉｌｉｃａｔｅ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ」に詳しく記述
されており、これは、この目的のため、参照によって本明細書に組み込まれる。
【００３３】
　幾つかの実施形態において、高被検物質反応性層２３２は、いわゆる「固有のミクロ孔
質ポリマー」（以下、ＰＩＭと称する）を含む材料群から選択された構成成分から少なく
とも部分的に作成される。この群のポリマーは、例えば、「Ｐｏｌｙｍｅｒｓ　ｏｆ　Ｉ
ｎｔｒｉｎｓｉｃ　Ｍｉｃｒｏｐｏｒｏｓｉｔｙ（ＰＩＭｓ）：Ｒｏｂｕｓｔ，Ｓｏｌｕ
ｔｉｏｎ－Ｐｒｏｃｅｓｓａｂｌｅ，Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｍｉｃｒｏｐｏｒｏｕｓ　Ｍａｔ
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ｅｒｉａｌｓ」、Ｂｕｄｄら、Ｃｈｅｍ．Ｃｏｍｍｕｎ．，２００４，ｐｐ．２３０～２
３１、「Ｐｏｌｙｍｅｒｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ　Ｍｉｃｒｏｐｏｒｏｓｉｔｙ（
ＰＩＭｓ）」、ＭｃＫｅｏｗｎら、Ｃｈｅｍ．Ｅｕｒ．Ｊ．，２００５，１１，Ｎｏ．９
，２６１０～２６２０、米国特許出願公開第２００６／０２４６２７３号（ＭｃＫｅｏｗ
ｎら）、及び国際（ＰＣＴ）公開特許出願ＷＯ　２００５／０１２３９７Ａ２号（ＭｃＫ
ｅｏｗｎら）に記述され、特徴付けられており、これらは全て、この目的のため、参照に
よって本明細書に組み込まれる。
【００３４】
　ＰＩＭは、内部にねじれた構造を生じるための十分な構造的特徴が存在する、非常に剛
性があるポリマーとなるモノマーの任意の組み合わせの使用によって配合することができ
る。様々な実施形態において、ＰＩＭは、剛性リンカーによって連結されるほぼ平面的な
種からなる有機高分子を含む場合があり、この剛性リンカーは、剛体リンカーによって連
結される２つの近接する平面的な種が非同一平面上の配向に維持されるように、ねじれ点
を有する。更なる実施形態では、このような材料が、剛性リンカーによって大部分が最高
で２つの他の第１の種に連結される第１のほぼ平面的な種からなる有機高分子を含むこと
ができ、この剛性リンカーは、リンカーによって連結される２つの近接する第１の平面的
な種が非同一平面上の配向に維持されるように、ねじれ点を有する。様々な実施形態にお
いて、このようなねじれ点は、スピロ基、架橋環部、又は立体的に密集した単一の共有結
合を含んでよく、この周囲では回転が制限される。
【００３５】
　このような剛性があるねじれた構造を有するポリマーでは、ポリマー鎖が互いに有効に
密集することができず、したがってポリマーは、固有のミクロ孔質を有する。したがって
、ＰＩＭは、材料の熱履歴に著しく依存することのない、ミクロ孔質を備えることの利益
を有する。ＰＩＭはしたがって、大量に再生可能に製造可能であるという点で、及び老朽
化、及び貯蔵寿命などによって変化する特性を呈さないという点で、利益を提供すること
がある。
【００３６】
　幾つかの実施形態において、光学的反応性層２３０は少なくとも部分的に、例えば「Ｓ
ｔｙｒｏｓｏｒｂ」として知られる超架橋スチレン樹脂（これは、例えばＶ．Ａ．Ｄａｖ
ａｎｋｏｖ及びＰ．Ｔｓｙｕｒｕｐａ、Ｐｕｒｅ　ａｎｄ　Ａｐｐｌ．Ｃｈｅｍ．，ｖｏ
ｌ．６１，ｐｐ．１８８１～８９（１９８９）及びＬ．Ｄ．Ｂｅｌｙａｋｏｖａ、Ｔ．Ｉ
．Ｓｃｈｅｖｃｈｅｎｋｏ、Ｖ．Ａ．Ｄａｖａｎｋｏｖ及びＭ．Ｐ．Ｔｓｙｕｒｕｐａ、
Ａｄｖ．ｉｎ　Ｃｏｌｌｏｉｄ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｃｉ．ｖｏｌ．２５，
ｐｐ．２４９～６６（１９８６）に記述されている）のような、高度に架橋された多孔質
のポリマー材料を含んでおり、これには、商品名ＳｔｙｒｏｓｏｒｂとしてＰｕｒｏｌｉ
ｔｅ（Ｂａｌａ　Ｃｙｎｗｙｄ，ＰＡ）から販売されている材料が挙げられる。
【００３７】
　数多くの用途において、サブ層２３２が疎水性であると、利点があり得る。そのような
実施形態においては、これは、水蒸気（又は液体の水）がサブ層２３２の反応に変化を引
き起こして被検物質の検出（例えば、有機溶剤蒸気の検出）を妨げる可能性を低減する。
幾つかの実施形態において、高被検物質反応性サブ層２３２は、好適な反射層と好適な準
反射層との間に厚さ４００～８００ｎｍの層として提供されている場合に、湿度９０％を
含む環境に曝露されると、呈する反射率スペクトルのシフトが１５ｎｍ以下であるような
材料から作成される。
【００３８】
　サブ層２３２に有用な好適な材料の更なる詳細及び属性と、そのような材料からサブ層
２３２を製造する方法は、例えば、米国特許公開出願第２００８／００６３８７４号に記
述されており、これは、この目的のため、参照によって本明細書に組み込まれる。
【００３９】
　様々な実施形態において、サブ層２３２は、上述の材料の組み合わせ（例えば、混合物
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、配合物、複合体構造、及び同様物）、並びに／又はそのような材料の多層を含むことが
できる。
【００４０】
　低被検物質反応性サブ層２３６は、第１に、組み合わせて使用されている特に高被検物
質反応性サブ層２３２に比べて、被検物質に対する（及び対象の被検物質の検出を阻害し
得るその他の任意の物質に対する）十分に低い（存在しない、及び／又は測定不能である
状態を含む）光学的反応性を呈し、第２に、サブ層２３２を製造するのに使用されるプロ
セス方法（本明細書で後述される）に適合し、第３に、サブ層２３２と光学的に適合する
ような、任意の材料を含むことができる。光学的に適合するとは、サブ層２３６が、光に
対して十分に透明であり、かつサブ層２３２と十分に近似の屈折率を備える材料からなり
、これにより検出エレメント２の機能が可能であることを意味する。すなわち、サブ層２
３２及び２３６の屈折率の差は、検出エレメント２の機能を妨げる（例えば、光がサブ層
２３６を通過してサブ層２３２に達しなければならない構成において、特定の量の光が、
高被検物質反応性サブ層２３２に達するのを、許容できないほど妨げることによって）の
に十分なほど、サブ層２３２と２３６との間の界面から発する反射を生じるような大きさ
であるべきではない。サブ層２３６に関する光学的適合性とは、サブ層２３６が、検出エ
レメント２の反射率スペクトルを許容できないほど妨げるような光の反射、吸収、及び／
又は散乱を起こすのに十分な、界面、粒子、充填材、空洞などを含まないことを更に意味
する。
【００４１】
　サブ層２３６は、対象の被検物質に対して比較的非浸透性であるために、反応を引き起
こすほどサブ層２３６に被検物質が十分に浸透しないことによって、低被検物質反応性で
あることができる。したがって、様々な実施形態において、サブ層２３６は、強化された
バリア特性を備えた材料を含むことができる。（そのような場合、サブ層２３６は、好ま
しくは、高被検物質反応性サブ層２３２（ここから被検物質が検出エレメント２に浸透し
、被検物質がサブ層２３２に達することができる）とは反対側の面に配置することができ
る）。したがって、サブ層２３６は、少なくとも部分的に、半晶質ポリマー材料（例えば
、高い融点（Ｔｍ）を有する）、及び／又はガラス状材料（例えば、高いガラス転移温度
（Ｔｇ）を有する）、無機網状組織材料（相互連結した孔がない）、及び同様物を含むこ
とができる。幾つかの実施形態において、サブ層２３６は、被検物質に対して少なくとも
ある程度浸透性であるが、サブ層２３６内に被検物質が存在しても（少なくともある程度
の濃度まで）、光学的反応を起こさない（例えば、サブ層２３６の光学的厚さが変化しな
い）ような性質を所有してよい。したがって、特定の材料（例えば、水、有機蒸気など）
の存在下で、例えば膨潤する傾向をほとんど呈さないよう、好適に架橋された材料を選択
することができる。
【００４２】
　幾つかの実施形態において、サブ層２３６は、非多孔質材料を含む。他の実施形態にお
いて、サブ層２３６は、多孔性の材料を含むが、その多孔性は、その材料が低被検物質反
応性であることを阻害しない。例えば、そのような材料は、非常に低い多孔性を備えるこ
とができ、及び／又は相互に連結されていない孔（したがって、材料への被検物質の浸透
性は低い）を含むことができ、あるいは含まれている孔のサイズが大きく、対象の被検物
質が、対象の濃度範囲を上回った濃度で存在するようになるまで検出エレメント孔に濃縮
されないほどであってよい。
【００４３】
　様々な実施形態において、サブ層２３６は、疎水性の材料を含む（これは、水によって
特定の被検物質の検出が妨げられる可能性を最小限に抑えることができる）。幾つかの実
施形態において、低被検物質反応性サブ層２３６は、好適な反射層と準反射層との間に厚
さ４００～８００ｎｍの層を含む場合に、湿度９０％を含む環境に曝露されると、呈する
反射率スペクトルのシフトが１５ｎｍ以下であるような材料から作成される。
【００４４】
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　特に、高被検物質反応性サブ層２３２が、低被検物質反応性サブ層２３６上に、溶液コ
ーティングにより堆積される実施形態（後述される）においては、サブ層２３２を堆積さ
せるのに使用される溶液によって溶解、分解、又は別の形で損傷することに対し、サブ層
２３６の材料が耐性となるようにすると、有利であり得る。層２３２が前述の固有のミク
ロ孔質ポリマー（ＰＩＭ）を含む場合、サブ層２３６は、ＰＩＭを可溶化するのに一般に
使用される溶媒（例えば、クロロベンゼン、クロロホルム、テトラヒドロピラン、テトラ
ヒドロフラン、及び／又はこれらの混合物）に対して耐性であると有用であり得る。
【００４５】
　幾つかの実施形態において、サブ層２３６は、非架橋の有機ポリマー材料を含む。その
ような場合において、そのポリマー材料は、対象の被検物質（例えば、有機蒸気及び同様
物）の吸収に対して耐性をもつよう、及び／又は吸収の結果の膨潤に対して耐性をもつよ
う、選択することができる。有用であり得る代表的な材料には、ポリ（メタクリロニトリ
ル）及びそれらのコポリマー並びに混合物が挙げられる。この種の特定の材料を採用した
検出エレメントの例は、実施例１～５の議論に記載されている。（例えば、比較的高いＴ

ｍ及び／又はＴｇを含み、比較的疎水性であるという点で）好適な候補であり得るその他
のポリマー材料には、例えばポリ（シアノメチルアクリレート）、ポリ（３，５－ジメチ
ルアダマンチルクロトネート）、ポリ（１－アダマンチルアクリレート）、ポリ（アダマ
ンチルクロトネート）、ポリ（ペンタブロモベンジルアクリレート）、ポリ（ペンタクロ
ロフェニルアクリレート）、ポリ（アダマンチルメタクリレート）、ポリ（４－シアノフ
ェニルメタクリレート）、ポリ（３，５－ジアダマンチルメタクリレート）、ポリ（３－
テトラシクロドデシルメタクリレート）、ポリ（２，６－キシレニルメタクリレート）、
ポリ（メチルβ－クロロアクリレート）、ポリ［４－（４－ビフェニリル）スチレン］、
ポリ［３－（４－ビフェニリル）スチレン］、ポリ（２－カルボキシスチレン）、ポリ（
２，４－ジイソプロピルスチレン）、ポリ（２，５－ジイソプロピルスチレン）、ポリ［
４－（１－ヒドロキシ－１－メチルエチル）スチレン］、ポリ［４－（１－ヒドロキシ－
１－メチルプロピル）スチレン］、ポリ（２－ヒドロキシメチルスチレン）、ポリ（４－
ヒドロキシメチルスチレン）、ポリ（４－ヨードスチレン）、ポリ（α－メチルスチレン
）、ポリ（ペルフルオロスチレン）、及びポリ（４－フェニルスチレン）を挙げることが
できる。
【００４６】
　幾つかの実施形態において、サブ層２３６は、架橋された有機ポリマー材料を含む。そ
のような架橋は、対象の被検物質の吸収に対する耐性、及び／又は吸収の結果の膨潤に対
する耐性を強化した材料を提供することができ、したがって、幅広い様々な材料を、サブ
層２３６に使用するのに有用なものにすることができる。例えば、サブ層２３６は、架橋
ポリスチレン材料を含むことができる。そのような材料を採用した検出エレメントの例は
、実施例７の議論に記載されている。しかしながら、当該技術分野で周知であるような、
任意の望ましい組成物又は構造の、好適な架橋有機ポリマー材料が、所望により添加物及
び同様物を含めて、使用可能である。
【００４７】
　幾つかの実施形態において、サブ層２３６は、多官能基モノマー（例えば周知のアクリ
レート及びメタクリレートモノマー）の重合及び／又は反応によって達成された架橋有機
ポリマー網状構造を含む。そのようなモノマーの混合物は、例えば堆積させ（液体として
、あるいは例えば米国特許第５８７７８９５号に開示されているように蒸気凝縮法によっ
て）、反応させて（例えば、放射線硬化）、架橋層を形成することができる。そのような
目的に使用可能である好適なモノマー、オリゴマーなどは、例えば米国特許第７，４４９
，１４６号に開示されており、これは、この目的のために参照によって本明細書に組み込
まれる。前述のように、そのような層は、サブ層２３６として使用するのに好適になるよ
うな特性（例えば、高度の架橋）を達成するような条件で調製すべきである。他の蒸気コ
ーティング有機ポリマー材料も、サブ層２３６に使用することができ、これには、例えば
商品名Ｐａｒｙｌｅｎｅとして様々な供給源から入手できる周知のコーティングが挙げら
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れる。架橋されているか否かを問わず、前述のように、サブ層２３６は、疎水性であるこ
とが望ましい可能性がある。
【００４８】
　サブ層２３６はまた、例えば、多孔性を有さない無機材料を含むこともできる。上述の
ように、無機材料の屈折率は、検出エレメント２の適切な機能を可能にするために、サブ
層２３２と十分に近似であるべきである。例えば、サブ層２３６は、酸化ケイ素を含むこ
とができる（例えば、蒸気コーティングで堆積される）。そのような無機材料は、サブ層
２３６の合計厚さを構成することができる。あるいは、サブ層２３６は、無機バリアサブ
層の裏にあって、サブ層２３６の望ましい合計厚さをもたらすように存在する裏材サブ層
（例えば、有機ポリマー材料からなる）を備えた、サブ層２３２に隣接する無機材料のバ
リアサブ層を含むことができる。（そのようなアプローチを採用した検出エレメントの例
は、実施例６の議論に記載されている）。無機材料が、被検物質に対して十分に非浸透性
である場合、この裏材層は、任意の好適な材料（例えば、被検物質に対して非浸透性であ
る必要を特に問わず）を含み得る。なぜなら、この構成では、裏材層は単に隙間充填材と
して用いられ、バリア特性及び／又は被検物質に対する反応性は関係がなくなるからであ
る。
【００４９】
　様々な実施形態において、サブ層２３６は、上述の材料の組み合わせ（例えば、混合物
、配合物、複合体構造、及び同様物）、並びに／又はそのような材料の多層を含むことが
できる。
【００５０】
　検出エレメント２は、反射層２４０を含むことができる。幾つかの実施形態において、
反射層２４０は、前に形成された光学的反応性層２３０の表面上に堆積され得（例えば、
本明細書に記述されている様々な方法によって）、あるいは反射層２４０は、基材２１０
上に検出エレメント２の他の層及び／又はサブ層を堆積してから、その上に堆積させるこ
とができる。
【００５１】
　反射層２４０は、十分な反応性を提供できるような任意の好適な材料を含むことができ
る。反射層に好適な材料としては、アルミニウム、クロム、金、ニッケル、ケイ素、チタ
ン、白金、パラジウム、及び銀のような金属又は半金属を挙げることができる。反射層に
含まれ得るその他の好適な材料には、金属酸化物を挙げることができる。幾つかの実施形
態において、約５００ｎｍの波長で、反射層は、少なくとも約９０％の反射率（すなわち
、最大約１０％の透過率）であってよく、また幾つかの実施形態においては、約９９％の
反射率（すなわち、約１％の透過率）であってよい。
【００５２】
　幾つかの実施形態において（例えば、図２の設計を組み込んで）、反射層２４０は、対
象の被検物質に対して有利に浸透性であってよい。これは、例えば、ビー玉を重ねたよう
な形態で配置された金属ナノ粒子で反射層２４０を形成することによって提供されること
ができ、被検物質がこれを通って浸透し、光学的反応性層２３０に達して侵入することが
できる。
【００５３】
　様々な金属ナノ粒子を採用することができる。代表的な金属には、銀、ニッケル、金、
プラチナ及びパラジウム並びにこれらの任意のものを含む合金が挙げられる。ナノ粒子形
状にすると酸化しやすい金属（例えば、アルミニウム）は使用することもできるが、望ま
しくは回避して、空気感受性の低い金属を選ぶものとする。金属ナノ粒子は、全体にモノ
リシックであってよく、又は層状構造を有してもよい（例えば、Ａｇ／Ｐｄ構造などのコ
ア－シェル構造）。このナノ粒子は、例えば、平均粒径約１～約１００ｎｍ、約３～約５
０ｎｍ、又は約５～約３０ｎｍを有することができる。金属ナノ粒子層の全体の厚さは、
例えば、約５００ｎｍ未満又は約２００ｎｍ未満であってよく、層の最小厚さは、例えば
、少なくとも約５ｎｍ、少なくとも約１０ｎｍ、又は少なくとも約２０ｎｍであってよい
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。大きな粒径のナノ粒子を適用して単層を形成することもできるが、そのナノ粒子層は典
型的に、ナノ粒子数個分の厚さ、例えば、少なくとも２個以上、３個以上、４個以上、又
は５個以上のナノ粒子の厚さになり、合計の厚さは最大５個、最大１０個、最大２０個、
又は最大５０個のナノ粒子の厚さとなる。金属ナノ粒子の反射層は、例えば、５００ｎｍ
において、少なくとも約４０％、少なくとも約５０％、又は少なくとも約６０％の反射率
を有することができる。様々な実施形態において、この金属ナノ粒子反射層は、約５００
ｎｍの波長において、少なくとも約８０％、少なくとも約９０％、又は少なくとも約９９
％の反射率を有することができる。
【００５４】
　好適な金属ナノ粒子の溶液又は懸濁液は、幾つかの供給元から入手でき、インクジェッ
ト銀導電体インクＡＧ－ＩＪ－Ｇ－１００－Ｓ１（Ｃａｂｏｔ　Ｐｒｉｎｔａｂｌｅ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　ａｎｄ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ）；ＳＩＬＶＥＲＪＥＴ（商標）ＤＧ
Ｈ　５０及びＤＧＰ　５０インク（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｎａｎｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ）；
ＳＶＷ００１、ＳＶＷ１０２、ＳＶＥ００１、ＳＶＥ１０２、ＮＰ１００１、ＮＰ１０２
０、ＮＰ１０２１、ＮＰ１０５０及びＮＰ１０５１インク（Ｎｉｐｐｏｎ　Ｐａｉｎｔ（
米国））；ＭＥＴＡＬＯＮ（商標）ＦＳ－０６６及びＪＳ－０１１インク（Ｎｏｖａｃｅ
ｎｔｒｉｘ　Ｃｏｒｐ．）並びにＮＰシリーズナノ粒子ペースト（Ｈａｒｉｍａ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．）が挙げられる。金属ナノ粒子は、水、及び有機溶媒（例えばメ
タノール、ヘプタン、デカンなど）を含む様々な担体に浮遊させることができる。金属ナ
ノ粒子はまた、重合性モノマー結合剤に染み込ませてもよいが、望ましくは、かかる結合
剤は、浸透性ナノ粒子層を提供できるように、適用したコーティングから（例えば、溶媒
抽出又は焼結を用いて）除去する。
【００５５】
　層２４０は、光学的反応性層２３０に対し、金属ナノ粒子の希釈したコーティング溶液
又は懸濁液を適用し、この溶液又は懸濁液を乾かして浸透性反射層２４０を形成すること
によって、形成することができる。この希釈濃度は、例えば、好適に液体浸透性又は蒸気
浸透性の金属ナノ粒子をもたらすようなコーティング溶液又は懸濁液を提供するような濃
度であり得、例えば固形物濃度が３０重量％未満、２０重量％未満、１０重量％未満、５
重量％未満、又は４重量％未満であることができる。納品された市販の金属ナノ粒子製品
を、追加の溶媒で希釈し、その希釈した溶液又は懸濁液を適用及び乾燥することによって
、液体浸透性又は蒸気浸透性の層を得ることができる。様々なコーティング技法を用いて
この金属ナノ粒子溶液又は懸濁液を適用することができ、これには、スワブ塗布、ディッ
プコーティング、ロールコーティング、スピンコーティング、スプレーコーティング、ダ
イコーティング、インクジェットコーティング、スクリーン印刷（例えば、回転スクリー
ン印刷）、グラビア印刷、フレキソ印刷及び当業者に周知であるその他の技法が挙げられ
る。したがって、適切な高速及び高温で好適な基材上にスピンコーティングする場合は、
固形物濃度が低い幾つかの銀ナノ粒子懸濁液（例えば５重量％　ＳＶＷ００１銀（Ｎｉｐ
ｐｏｎ　Ｐａｉｎｔ）又は１０重量％　ＳＩＬＶＥＲＪＥＴ　ＤＧＨ－５０若しくはＤＧ
Ｐ－５０（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｎａｎｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ））を、納品されたままの形
態で、更なる希釈なしで使用することが可能である。金属ナノ粒子層は、適用した後に焼
結することができ（例えば、約１２５～約２５０℃に約１０分～約１時間加熱することに
よって）、ただしこれは、その焼結によって適切な浸透性が失われない場合に限る。この
結果として得られる反射層は、もはや容易に識別可能なナノ粒子を含んでいない可能性が
あるが、それが作成された方法を特定するために、ナノ粒子反射層と呼ぶことができるこ
とが理解されよう。
【００５６】
　反射層２４０に有用な好適な被検物質浸透性材料、特に金属ナノ粒子材料の更なる詳細
及び属性は、例えば、米国特許公開出願第２００８／００６３８７４号に記述されており
、これは、この目的のため、参照によって本明細書に組み込まれる。
【００５７】
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　検出エレメント２は、準反射層２２０を含むことができる。様々な実施形態において、
準反射層２２０は、前に形成された光学的反応性層２３０の表面上に堆積されることがで
き（例えば、本明細書に記述される様々な方法によって）、あるいは、準反射層２２０は
、基材２１０上に堆積させてから、検出エレメント２の他の層及び／又はサブ層を準反射
層２２０の上に堆積させることができる。
【００５８】
　準反射層２２０は、反射層２４０と同様、又はそれより低い反射率を含むことができる
。準反射層２２０は、好適な準反射性を提供することができる（例えば、適切な厚さのと
きに）任意の好適な材料を含むことができる。好適な材料には、アルミニウム、クロム、
金、ニッケル、ケイ素、パラジウム、白金、チタン及び銀など、金属及び半金属を挙げる
ことができる。他の好適な材料には、金属酸化物を挙げることができる。
【００５９】
　様々な実施形態において、約５００ｎｍの波長で、準反射層２２０は、約３０％～約７
０％の反射率、又は約４０％～約６０％の反射率を有することができる。
【００６０】
　幾つかの実施形態において（例えば、図１の設計を組み込んだタイプの実施形態で）、
準反射層２２０は、対象の被検物質に対して有利に浸透性であってよい。したがって、こ
の場合、適切な反射性を提供するために、被検物質に準反射層２２０を浸透させて、光学
的反応性層２３０に達して侵入するよう、適切な厚さでの準反射層２２０を提供すること
が望ましい場合がある。幾つかの場合において、全体に５～１０ｎｍの範囲の厚さが望ま
しい可能性がある（例えば、準反射層２２０が蒸着されて金属層を形成する場合）。具体
的な望ましい厚さは、層を形成するのに使用される材料、検出する被検物質に依存し、必
要に応じて設定することができる。
【００６１】
　準反射層２２０及び反射層２４０は、類似又は同じ材料から作成することができる（例
えば、異なる厚さ又はコーティング重量で堆積させ、これにより反射率の望ましい差を付
与する）。準反射層２２０及び反射層２４０は、特定の用途に望ましい反射率及び浸透性
の特性が提供されている限りにおいて、連続性であっても不連続であってもよい。好適な
準反射層及び反射層の詳細、特性、及びその製造方法は、例えば米国特許出願公開第２０
０８／００６３８７４号に記述されており、これは、この目的のために参照によって本明
細書に組み込まれる。
【００６２】
　基材２１０は、存在する場合、検出エレメントに支持体を提供することができる、任意
の好適な材料（例えば、ガラス、プラスチックなど）を含むことができる。検出エレメン
ト２が応答するために、基材２１０を光が通過するような実施形態において、基材２１０
は光学的に透明でなければならず（すなわち、対象の波長で十分な透明性を有さなければ
ならず）、許容できないほど光学的信号に影響し得るようなその他の特性（例えば、蛍光
など）を有してはならない。基材２１０の好適な材料には、例えば周知のポリマーのポリ
エステル群（例えば、ポリ（エチレンテレフタレート）及びポリ（エチレンナフタレート
））を挙げることができる。
【００６３】
　上述のように、光学的反応性層２３０の合計厚さは、一般に４００～８００ｎｍの範囲
であってよく、サブ層２３２及び２３６厚さはそれぞれ、１００～７００ｎｍの範囲であ
ってよい。サブ層２３２及び／又はサブ層２３６を遊離したフィルムとして検出エレメン
ト２に組み込むこと（例えば、ラミネーションによって）は、実用的ではない可能性があ
る。なぜならそのような薄い厚さの遊離フィルムは、製造及び／又は取扱いが難しい可能
性があるからである。したがって、様々な実施形態において、サブ層２３２及び／又は２
３６は、例えば溶液堆積、蒸着、及び同様の方法によって、順次堆積させることができる
（例えば、基材２１０の上にある準反射層２２０などの既存の層の上に堆積させる）。そ
のような方法には例えば、スピンコーティング、溶液コーティング、押し出し被覆、プラ
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ズマ蒸着、プラズマ重合などを挙ることができる。サブ層２３６は例えば、溶液コーティ
ングによって堆積させ、次に溶媒を除去し、所望により次に、様々な既知の方法に従って
架橋処置を行うことができる。別の方法としては、サブ層２３６は、多官能基モノマー及
び／又はオリゴマーの堆積（例えば、本明細書において前に開示された方法によって）を
、次に硬化させ、架橋させることにより提供されることができる。サブ層２３６が前述の
無機材料を含む場合は、これは、上述のものを含む任意の既知の堆積方法によって提供さ
れることができる。望ましい場合は、サブ層２３２及び／又は２３６は、これらの様々な
プロセスの任意のものによって堆積された複数の層を含むことができる。
【００６４】
　反射層２４０及び／又は準反射層２２０は、蒸着コーティング方法（例えばスパッタリ
ング、蒸発、化学蒸着、プラズマ蒸着、及び同様物を含む）によって、又は溶液からのコ
ーティング若しくはめっきによって、提供することができる。
【００６５】
　図２に示す一般的なタイプの検出エレメント２の代表的な製造方法において、光学的に
透明な基材２１０が入手され（例えばポリエステルフィルム又は同様物を含む）、その上
に準反射層２２０が堆積される。次に低被検物質反応性サブ層２３６を、準反射層２２０
の上に堆積させる。次に高被検物質反応性サブ層２３２を、サブ層２３６の上に堆積させ
、このとき、サブ層２３６が許容できないほど除去されたり、破壊されたり、又は破損し
たりしないようにする。次に被検物質浸透性反射層２４０を、本明細書に開示されている
方法によりサブ層２３２の上に堆積させ、これによりサブ層２３２と流体連通した状態に
する。検出エレメント２の機能が保全される限りにおいて、その他の層、基材、保護カプ
セル材、担体等を追加することができる。
【００６６】
　使用の前に、本明細書で開示される検出エレメントは、対象の被検物質が実質的にない
環境中で保持され得る（例えばパッケージ中）。そのような環境において、及び／又は被
検物質の反応を引き起こすのに十分な環境濃度に曝露される前に、検出エレメントは第１
外観（例えば、色）を呈してよい。対象の被検物質の十分に高い濃度を含む雰囲気に曝さ
れると、検出エレメント２が呈する反射スペクトルが変化し（例えば、典型的には長波長
側にナノメートル値がシフトする）、これにより検出エレメントは、第１外観から、第１
外観とは異なる第２外観へと、視覚に観察可能な変化を起こす。
【００６７】
　検出エレメントが呈する光学的反応は典型的に、可視光線範囲で観察可能であり、外観
の変化が人間の目で検出することができる。そのような外観の変化には、第１色から第２
色への変化、検出エレメントの知覚される輝度の変化（例えば、全体に同じ色の範囲であ
っても）、比較的無色の外観からよりカラフルな外観への変化、全体的に均一な外観から
より不均一な（多彩な）外観への変化、及び同様のその他の変化を含むことができる。光
学的応答は、幾つかの実施形態において、（例えば、人間による）目視検査によって実施
されることができるが、幾つかの実施形態においては、他の応答方法も使用されることが
でき、これには、例えば分光光度計、光検出器、電荷結合素子、フォトダイオード、デジ
タルカメラ、及び同様物などの外部応答装置が挙げられる。検出エレメント２の応答にお
けるそのような光エレクトロニクス方法の利用は、米国特許仮出願第６１／１６４４９６
号に記述されており、これは、この目的のために参照によって本明細書に組み込まれる。
【００６８】
　本明細書で開示される検出エレメントは、１つ以上の対象の被検物質を検出及び／又は
監視するために使用することができる。そのような被検物質は、監視することが望ましい
、環境中（しばしば、大気環境中）に存在し得る蒸気又は気体を含むことができる。幾つ
かの実施形態において、被検物質は、有機蒸気（例えば、揮発性有機化合物）である。特
定の実施形態において、被検物質は、高沸点の有機化合物であり、これは、本明細書にお
いて、沸点が１００℃以上の有機化合物として定義される。代表的な有機被検物質には、
アルカン、シクロアルカン、芳香族化合物、アルコール、アルデヒド、エーテル、エステ
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ル、ケトン、ハロカーボン、アミン、有機酸、シアネート、チオール、ニトロ化物、及び
ニトリルを含む、置換又は非置換の炭素化合物を挙げることができ、これには例えばｎ－
オクタン、シクロヘキサン、メチルエチルケトン、アセトン、酢酸エチル、二硫化炭素、
四塩化炭素、ベンゼン、トルエン、スチレン、キシレン、クロロホルム、テトラヒドロフ
ラン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ｎ－ブチルアルコール、ｔ－
ブチルアルコール、２－エトキシエタノール、酢酸、２－アミノピリジン、エチレングリ
コールモノメチルエーテル、トルエン－２，４－ジイソシアネート、ニトロメタン、アセ
トニトリル、及び同様物がある。（これらのうち、本明細書で述べたように、検出エレメ
ント２、光学的反応性層２３０、高被検物質反応性サブ層２３２、及び／又は低被検物質
反応性サブ層２３６の反応を特徴付けるのに有用な代表的な有機被検物質としてスチレン
を用いることができる。他のものもまた、利用することができる）。
【００６９】
　幾つかの場合において、検出エレメント２は、水を検出するのに使用することができる
（例えば、湿度センサとして）。他の実施形態において、検出エレメント２は、水の存在
に対して最小限の反応を有するよう設計することができる（例えば、サブ層２３２及び／
又は２３６に疎水性材料を選択することによって）。
【００７０】
　本明細書に記述される検出エレメントは、様々な用途に使用することができる。幾つか
の実施形態において、検出エレメント２は、呼吸保護装置（例えば、雰囲気中の特定の物
質を除去するための、フィルタエレメント、収着媒体などを含むことができるレスピレー
タ）に関連して使用することができ、呼吸保護装置にあるフィルタエレメント、収着媒体
などを少なくとも部分的に通過する空気流を含む大気を監視し、例えばそのフィルタエレ
メント、収着媒体などによる、その空気流から被検物質を除去する能力が尽きかけている
可能性を指示することができるような、いわゆる使用寿命終了インジケータ（ＥＳＬＩ）
を提供することができる。単一の検出エレメント２は、単独で使用することができ、又は
複数の検出エレメント２を含むアレイを使用することができる。ＥＳＬＩ用途における検
出エレメント２、及び検出エレメント２のアレイの利用については、本出願と同時に出願
される、同時係属の米国特許仮出願第ｘｘ／ｘｘｘｘｘｘｘｘ／ｘｘｘｘｘｘ号、整理番
号第６５３５９ＵＳ００２号、題名「ＭＵＬＴＩＬＡＹＥＲ　ＣＯＬＯＲＩＭＥＴＲＩＣ
　ＳＥＮＳＯＲ　ＡＲＲＡＹＳ」に記述されており、これは、参照によって本明細書に組
み込まれる。
【００７１】
　検出エレメント２は（ここでも単独又はアレイとして）、個人用モニタ及び／又は領域
モニタ用途に使用することができ、この一般的なタイプについては、米国特許仮出願第６
１／１４８２２８号に記述されており、これは、参照によって本明細書に組み込まれる。
【実施例】
【００７２】
　これらの実施例に使用された試薬及び材料は全て、他に記載のない限り、Ｓｉｇｍａ－
Ａｌｄｒｉｃｈ、Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）から入手した。
【００７３】
ＴＦＴＮ－ＰＩＭ　１の調製：
　２．０Ｌの三口丸底フラスコで、３３．４３５７ｇの３，３，３’，３’－テトラメチ
ル－１，１’－スピロビスインダン－５，５’，６，６’－テトロール（テトロール）及
び１９．８０１６ｇのテトラフルオロテレフタロニトリル（ＴＦＴＮ）を、９００ｍＬの
無水Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）に溶かした。この溶液を機械的攪拌器で攪
拌し、この溶液中に窒素の泡を１時間通気した。この溶液に、８１．４４９１ｇの炭酸カ
リウム（ＥＭＤ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、Ｇｉｂｂｓｔｏｗｎ，ＮＪ）を加えた。フラスコ
を６８℃の油浴に入れた。混合物をこの高温で、窒素環境中、６５時間攪拌した。この重
合混合物を９．０Ｌの水中に注いだ。形成された沈殿を減圧濾過で分離し、６００ｍＬの
ＭｅＯＨ（ＶＷＲ、Ｗｅｓｔ　Ｃｈｅｓｔｅｒ，ＰＡ）で洗った。分離した物質をバット



(17) JP 5769703 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

に広げ、一晩空気乾燥した。この固形物をジャーに入れ、６８℃で４時間、減圧下で乾燥
した。結果として得られた黄色い粉末を、４５０ｍＬのＴＨＦ（ＥＭＤ）に溶かした。こ
の溶液をゆっくりと、９．０Ｌのメタノールに注いだ。形成された沈殿を減圧濾過により
分離した。分離した物質をバットに広げ、一晩空気乾燥した。この固形物をジャーに入れ
、６８℃で４時間、減圧下で乾燥した。メタノール中での沈殿をもう１回実施した。結果
として得られた乾燥した明るい黄色のポリマーの重量は４２．８０ｇであった。光散乱検
出を用いたＧＰＣによるポリマー分析では、この物質のＭｎが約３０，９００であること
が示された。
【００７４】
ＴＦＴＮ－ＰＩＭ　２の調製：
　２．０Ｌの三口丸底フラスコで、３３．４３６５ｇのテトロール及び１９．８０１１ｇ
のＴＦＴＮを、９００ｍＬの無水ＤＭＦに溶かした。この溶液を機械的攪拌器で攪拌し、
この溶液中に窒素の泡を１時間通気した。この溶液に、８１．４４８０ｇの炭酸カリウム
を加えた。フラスコを６８℃の油浴に入れた。混合物をこの高温で、窒素環境中、６７．
５時間攪拌した。この重合混合物を９．０Ｌの水中に注いだ。形成された沈殿を減圧濾過
で分離し、６００ｍＬのＭｅＯＨで洗った。分離した物質をバットに広げ、一晩空気乾燥
した。この固形物をジャーに入れ、６８℃で４時間、減圧下で乾燥した。結果として得ら
れた黄色い粉末を、４５０ｍＬのＴＨＦに溶かした。この溶液をゆっくりと、９．０Ｌの
メタノールに注いだ。形成された沈殿を減圧濾過により分離した。分離した物質をバット
に広げ、一晩空気乾燥した。この固形物をジャーに入れ、６８℃で４時間、減圧下で乾燥
した。メタノール中での沈殿をもう１回実施した。結果として得られた乾燥した明るい黄
色のポリマーの重量は４３．２２ｇであった。光散乱検出を用いたＧＰＣによるポリマー
分析では、この物質のＭｎが約３５，８００であることが示された。
【００７５】
サンプル１の調製：
　１０ｎｍ厚さのＮｉ金属層を、Ｍｅｌｉｎｅｘ　ＳＴ５０５（Ｄｕｐｏｎｔ　Ｔｅｉｊ
ｉｎ）透明ＰＥＴの上に蒸着することにより、金属堆積したポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）基材を調製した。クロロベンゼン（Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ、Ｗａｒｄ　Ｈｉｌ
ｌ，ＭＡ）中、４重量％のＴＦＴＮ－ＰＩＭ　１溶液を調製し、Ｎｉコーティングされた
ＰＥＴの上に、スロットダイコーティングによって堆積し、厚さ約６００ｎｍとした。ス
ロットダイコーティングにより、１００ｇのナノ銀ストック懸濁液（ＤＧＰ－４０ＬＴ－
１５Ｃ、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｎａｎｏｐｒｏｄｕｃｔｓ（Ｋｏｒｅａ）、銀４０重量％）
を１５０ｇの１－メトキシ－２－プロパノール（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ、Ｍｉｄｌａ
ｎｄ，ＭＩ）で希釈したものを用いて、銀ナノ粒子層を、ＴＦＴＮ－ＰＩＭ層の上にコー
ティングした。堆積後、全体のセンサ構成体を１５０℃で１時間加熱し、銀ナノ粒子を焼
結させた。
【００７６】
サンプル２の調製：
　サンプル１の調製に記述されているように、ＮｉコーティングされたＰＥＴ基材を調製
した。ニトロメタン（ＥＭＤ）中、６重量％のポリ（メタクリロニトリル）（ＰＭＡＮ）
（Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，Ｉｎｃ．、Ｏｎｔａｒｉ
ｏ，ＮＹ、Ｍｗ約２０，０００）の溶液を調製し、ＷＳ－４００Ｂ－８ＮＰＰ－Ｌｉｔｅ
　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｗａｆｅｒスピンプロセッサ（Ｌａｕｒｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉ
ｅｓ，Ｃｏｒｐ．（Ｎｏｒｔｈ　Ｗａｌｅｓ，ＰＡ）製造）を使用し、この溶液を２１０
０ｒｐｍで２分間のスピンコーティングにより、Ｎｉ－ＰＥＴ基材上にコーティングした
。クロロベンゼン中、２重量％のＴＦＴＮ－ＰＩＭ２溶液を調製し、１５００ｒｐｍのス
ピンコーティングによって、ＰＭＡＮ層の上にコーティングした。サンプル１の調製で記
述した、市販の銀ナノ粒子懸濁液０．５ｇを、１ｍＬのメタノールで希釈した。この銀ナ
ノ粒子懸濁液を、１０００ｒｐｍのスピンコーティングによって、ＴＦＴＮ－ＰＩＭ層の
上にコーティングした。堆積後、全体のセンサ構成体を１５０℃で１時間加熱し、銀ナノ
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粒子を焼結させた。ＰＭＡＮ／ＴＦＴＮ－ＰＩＭの全体の厚さは約６００ｎｍであり、Ｔ
ＦＴＮ－ＰＩＭ層の厚さは約１００ｎｍであった。
【００７７】
サンプル３の調製：
　サンプル１の調製に記述されているように、ＮｉコーティングされたＰＥＴ基材を調製
した。シクロヘキサノン（ＥＭＤ）中、６重量％のＰＭＡＮ溶液を調製し、この溶液を、
１１００ｒｐｍのスピンコーティングによって、Ｎｉ－ＰＥＴ基材の上にコーティングし
た。クロロベンゼン中、３重量％のＴＦＴＮ－ＰＩＭ２溶液を調製し、１５００ｒｐｍの
スピンコーティングによって、ＰＭＡＮ層の上にコーティングした。サンプル１の調製で
記述した、市販の銀ナノ粒子懸濁液０．５ｇを、１ｍＬのメタノールで希釈した。この銀
ナノ粒子懸濁液を、１０００ｒｐｍのスピンコーティングによって、ＴＦＴＮ－ＰＩＭ層
の上にコーティングした。堆積後、全体のセンサ構成体を１５０℃で１時間加熱し、銀ナ
ノ粒子を焼結させた。ＰＭＡＮ／ＴＦＴＮ－ＰＩＭの全体の厚さは約６００ｎｍであり、
ＴＦＴＮ－ＰＩＭ層の厚さは約２００ｎｍであった。
【００７８】
サンプル４の調製：
　サンプル１の調製に記述されているように、ＮｉコーティングされたＰＥＴ基材を調製
した。シクロヘキサノン中、６重量％のＰＭＡＮ溶液を調製し、この溶液を、１５００ｒ
ｐｍのスピンコーティングによって、Ｎｉ－ＰＥＴ基材の上にコーティングした。クロロ
ベンゼン中、４重量％のＴＦＴＮ－ＰＩＭ　２溶液を調製し、３０００ｒｐｍのスピンコ
ーティングによって、ＰＭＡＮ層の上にコーティングした。サンプル１の調製で記述した
、市販の銀ナノ粒子懸濁液０．５ｇを、１ｍＬのメタノールで希釈した。この銀ナノ粒子
懸濁液を、１０００ｒｐｍのスピンコーティングによって、ＴＦＴＮ－ＰＩＭ層の上にコ
ーティングした。堆積後、全体のセンサ構成体を１５０℃で１時間加熱し、銀ナノ粒子を
焼結させた。ＰＭＡＮ／ＴＦＴＮ－ＰＩＭの全体の厚さは約６００ｎｍであり、ＴＦＴＮ
－ＰＩＭ層の厚さは約２５０ｎｍであった。
【００７９】
サンプル５の調製：
　サンプル１の調製に記述されているように、ＮｉコーティングされたＰＥＴ基材を調製
した。シクロヘキサノン中、６重量％のＰＭＡＮ溶液を調製し、この溶液を、１９００ｒ
ｐｍのコーティングによって、Ｎｉ－ＰＥＴ基材の上にコーティングした。クロロベンゼ
ン中、４重量％のＴＦＴＮ－ＰＩＭ２溶液を調製し、２０００ｒｐｍのスピンコーティン
グによって、ＰＭＡＮ層の上にスピンコーティングした。サンプル１の調製で記述した、
市販の銀ナノ粒子懸濁液０．５ｇを、１ｍＬのメタノールで希釈した。この銀ナノ粒子懸
濁液を、１０００ｒｐｍのスピンコーティングによって、ＴＦＴＮ－ＰＩＭ層の上にコー
ティングした。堆積後、全体のセンサ構成体を１５０℃で１時間加熱し、銀ナノ粒子を焼
結させた。ＰＭＡＮ／ＴＦＴＮ－ＰＩＭの全体の厚さは約６００ｎｍであり、ＴＦＴＮ－
ＰＩＭ層の厚さは約３００ｎｍであった。
【００８０】
サンプル６の調製：
　サンプル１の調製に記述されているように、ＮｉコーティングされたＰＥＴ基材を調製
した。シクロヘキサノン中、１０重量％のポリ（ビニリデンクロリド－ｃｏ－アクリロニ
トリル－ｃｏ－メチルメタクリレート）（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ、Ｍｗ約１３，０
００、Ｍｎ約８４，０００）（ＰＶｎＣｌ）の溶液を調製し、この溶液を１５００ｒｐｍ
のスピンコーティングによって、Ｎｉ－ＰＥＴ基材の上にコーティングした。５００オン
グストロームのＳｉＯｘ層をＰＶｎＣｌ層の上に蒸着した。クロロベンゼン中、４重量％
のＴＦＴＮ－ＰＩＭ　２溶液を調製し、３０００ｒｐｍのスピンコーティングによって、
ＳｉＯｘ層の上にコーティングした。サンプル１の調製で記述した、市販の銀ナノ粒子懸
濁液０．５ｇを、１ｍＬのメタノールで希釈した。この銀ナノ粒子懸濁液を、１０００ｒ
ｐｍのスピンコーティングによって、ＴＦＴＮ－ＰＩＭ層の上にコーティングした。堆積
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後、全体のセンサ構成体を１５０℃で１時間加熱し、銀ナノ粒子を焼結させた。ＰＶｎＣ
ｌ／ＳｉＯｘ／ＴＦＴＮ－ＰＩＭの全体の厚さは約６００ｎｍであり、ＴＦＴＮ－ＰＩＭ
層の厚さは約２５０ｎｍであった。
【００８１】
サンプル７の調製：
　サンプル１の調製に記述されているように、ＮｉコーティングされたＰＥＴ基材を調製
した。トルエン中、７重量％のポリスチレン（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ、分子量約２
８０，０００）（ＰＳｔ）を調製し、この溶液を、この溶液を２５００ｒｐｍのスピンコ
ーティングによって、Ｎｉ－ＰＥＴ基材の上にコーティングした。サンプルを殺菌灯の下
に置き、１８時間照射した。クロロベンゼン中、４重量％のＴＦＴＮ－ＰＩＭ　２溶液を
調製し、３０００ｒｐｍのスピンコーティングによって、架橋したＰＳｔ層の上にコーテ
ィングした。サンプル１の調製で記述した、市販の銀ナノ粒子懸濁液０．５ｇを、１ｍＬ
のメタノールで希釈した。この銀ナノ粒子懸濁液を、１０００ｒｐｍのスピンコーティン
グによって、ＴＦＴＮ－ＰＩＭ層の上にコーティングした。堆積後、全体のセンサ構成体
を１５０℃で１時間加熱し、銀ナノ粒子を焼結させた。ＰＳｔ／ＴＦＴＮ－ＰＩＭの全体
の厚さは約６００ｎｍであり、ＴＦＴＮ－ＰＩＭ層の厚さは約２５０ｎｍであった。
【００８２】
試験被検物質に対するサンプルの反応
　単純な貫流のカスタム構築デリバリーシステムを使用して、検出エレメントに既知の濃
度の試験被検物質（スチレン）を送達し、測定した。デリバリーシステム全体にわたって
、テフロンチューブを使用した。液体スチレン（Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ、９９％、製品番
号Ａ１８４８１）を、特定の流量で、Ｈａｒｖａｒｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓシリンジポン
プによって、加熱した圧盤上に供給した。この圧盤は、５００ｍＬ丸底フラスコ内に配置
され、これを通る乾燥空気（相対湿度約５％未満）の流量２０Ｌ／分が維持された。気流
中のスチレンの濃度は、赤外線分光計（商標名Ｍｉｒａｎ　Ｓａｐｐｈｉｒｅ、Ｔｈｅｒ
ｍｏＥｌｅｃｔｒｏｎ、Ｗａｌｔｈａｍ，ＭＡ）から入手可能）の使用によって検量され
た。ガス状スチレンの流れを、検出エレメントサンプルの入ったサンプルチャンバ（室温
に維持された）内に導入した。
【００８３】
　このようにして様々な個々の検出エレメントサンプルを順に、５０～１３００ｐｐｍの
濃度範囲のスチレンを含むガスの流れに曝露させた。個々の濃度のスチレンに対するそれ
ぞれのサンプルの曝露時間の長さは典型的に約５０～６０分間であった。曝露中、サンプ
ルは、スペクトロメータ（Ｏｃｅａｎ　Ｏｐｔｉｃｓから商標名ＵＳＢ　２０００として
入手可能）を介して光学的応答させ、ＬＳ－１タングステン－ハロゲンランプを光源とし
て使用し、光ファイバー反射プローブを用い、波長スペクトル（例えば、図３に一般的に
示されているものに類似）が記録された。それぞれの曝露レベルについて、波長シフト（
ピーク（典型的には、波長約５７０ｎｍでの極大点のピーク）のシフトとしてナノメート
ル単位で測定）が記録された（被検物質の非存在下での初期ピーク位置に対する比較）。
本試験のサンプル１～７の結果が図５にプロットされている。
【００８４】
　個々のサンプル１～７は全て、試験被検物質に対する曝露の前は、同様の視角から観察
したときに、同様の初期外観（緑色）を呈していた。これらサンプル全体に、約２５ｎｍ
の波長シフト（上述のように測定）があり、検出エレメントの外観が緑から赤へと目視観
測可能な変化をともなっていた。このように、サンプル１は、約２０ｐｐｍのスチレンを
含む環境に曝露されたときに、サンプル５は約５０ｐｐｍで、サンプル４は約８０ｐｐｍ
で、サンプル３は約３００ｐｐｍで、及びサンプル２は約８００ｐｐｍで、緑から赤に変
化することが予測された。
【００８５】
　約４００ｎｍ～約８００ｎｍの合計厚さ（光学的反応性層２３０の厚さ）を含むこのタ
イプの代表的な検出エレメントでは一般に、約８０ｎｍの波長シフトで、ラップアラウン
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ドを伴うことを発明者らは見出した（例えば、検出エレメントが赤色から緑色に戻り、こ
れは被検物質非存在下で最初に呈していた色に類似していた）。したがって、サンプル１
（光学的反応性層が厚さ約６００ｎｍの高被検物質反応性（ＰＩＭ）層のみからなってお
り、低被検物質反応性層が存在しない）は、約１００ｐｐｍのスチレンを含む環境に曝露
されるとラップアラウンドを呈すると予測された。注目に値することに、サンプル２～７
（これらは全て厚さ約３００ｎｍ以下のＰＩＭＳ層を備え、このそれぞれが、光学的反応
性層の合計厚さ約６００ｎｍとするための厚さの低被検物質反応性層を含んでいた）のい
ずれも、比較的高濃度のスチレンに曝露されても、８０ｎｍの波長シフト（これはラップ
アラウンドをもたらすと見込まれる）を呈さなかった。例えば、１３００ｐｐｍのスチレ
ンに曝露されたサンプル４でも、８０ｎｍの閾値に達しなかった。
【００８６】
　上記の試験及び試験結果は予測ではなく例示のみを意図したものであり、試験方法が変
われば異なる結果が生じ得ると考えられる。実施例の項における定量的な値は全て、用い
られる方法に伴う一般的に知られた許容誤差を考慮した近似的な値であるものと理解され
る。上記の詳細な説明及び実施例はあくまで理解を助けるために示したものである。これ
らによって不要な限定をするものと理解されるべきではない。
【００８７】
　本明細書で開示された具体的な代表的構造、機能、詳細、構成などは、改変することが
でき、及び／又は数多くの実施形態で組み合わせることができることが、当業者には明ら
かであろう。そのような改変及び組み合わせは全て、本発明の範囲内にあるものとして発
明者らによって想到される。よって、本発明の範囲は、本明細書に記述されている具体的
な説明のための構造に限定されるべきではなく、むしろ、請求項の文によって記述される
構造、並びにこれらの構造の同等物によって限定されるべきものである。本発明明細書と
、本明細書において参照により組み込まれたあらゆる文書における開示との間に、衝突又
は矛盾がある場合は、その範囲において、本発明明細書が優先される。
【図１】

【図２】

【図３】



(21) JP 5769703 B2 2015.8.26

【図４】 【図５】



(22) JP 5769703 B2 2015.8.26

10

フロントページの続き

(72)発明者  ウェンドランド，　マイケル，　エス．
            アメリカ合衆国，　ミネソタ州，　セント　ポール，　ポスト　オフィス　ボックス　３３４２７
            ，　スリーエム　センター
(72)発明者  ラコウ，　ニール，　エー．
            アメリカ合衆国，　ミネソタ州，　セント　ポール，　ポスト　オフィス　ボックス　３３４２７
            ，　スリーエム　センター

    審査官  森口　正治

(56)参考文献  特表２００６－５０１４６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／０７５４４３（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　　２１／００－２１／６１　　　
              Ｇ０１Ｊ　　　３／４６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

